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平素は、滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全地域協議会の運営に対しまして、特段のご理解 

とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

本対策は、農地や水、生き物・景観などの自然環境、そして地域のみなさんのきずなを次の世代 

につないでいくことを目指し、滋賀らしい取り組みとしてスタートいたしました。 

共同活動におきましては、県内の農業集落 1,400 余りのうち約 840 集落で、面積にいたしますと、 

農振農用地面積の３分の２に相当する約 32,500 ﾍｸﾀｰﾙで取り組まれていますし、環境こだわり農 

業につきましても、水稲を中心として約 8,740 ﾍｸﾀｰﾙで実施されるまでになっており、こうした取り 

組みは、全国でもトップクラスのものとなっています。 

    さて、現在、県下の広い地域で、地域の特徴を活かしつつ様々な共同活動等に活発に取り組 
んでおられる様子を拝見いたしておりますが、これまでにない新しい仕組みの事業であります 
ことから、不安を持ちながらお取り組み頂いている組織もあるということも聞き及んでいます。 
こうしたことから、本協議会といたしましては、様々な情報を提供させて頂き、活動組織の 

みなさんに、こうした不安を少しでも解消していただけるよう「まるごとだより」と題し、協 
議会の会報を発刊させていただきました。 
今後は、この「たより」を情報交換の場として紙面の充実を図るなど、みなさまにご活用し 

て頂けるものにしたいと考えておりますので、ご支援ならびにご協力を頂きたいと思います。 
最後になりますが、今後も引き続き活発な活動を進めていただき、みなさまの地域が元気に 

なりますことをご祈念申し上げ、初刊にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。 

 
滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全地域協議会 

 

●本協議会は、活動組織への支援をはじめ、採択手続きや交付金の交付事務などを行っています。 

●書類作成にかかる参考資料や活動事例などの情報をホームページでお知らせしています。 

滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全地域協議会ホームページ 

http://www.shiga-nouson-marugoto.com/index.html 

滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全地域協議会 

ごあいさつ 

 

ににぎぎわわいいああるる農農 村村 ををみみんんななでで守守 りり育育 ててよようう  

ままるるごごととだだよよりり  
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活 動 組 織 の み な さ ん へ 
 

◆年 度 末 に向 けた申 請 ・報 告 事 務 が必 要 です。 

●地域協議会への「活動支援交付金交付申請書」の提出 

共同活動支援交付金の残額分（約３割）の申請となります。 
営農活動は市町による実施状況の確認結果に基づいて支払われます。 

●市町への「実施状況報告書」の提出 

報告書により市町で活動の実施状況の確認が行われ、確認通知書が通知されます。 

●地域協議会への「実施状況調書」の提出 

 市町による実施状況の確認後、収支の実績を報告します。 
   

◆活動事例が収録されたビデオの貸出を行っています。 

次のビデオ（DVD）の貸出を行っていますので、学習会などでご利用ください。     

貸出につきましては各協議会支部（裏面をご覧ください。）へお問い合わせください。 

NO,1 「まずはみんなで話し合おう！」    NO,2 「草花を活かして景観づくり」 

NO,3 「水路を活かして生態系保全」     NO,4 「共同活動でムラを１つに！」 

 

 活 動 事 例 の 紹 介 

農用地・農業用水などの資源の適切な保全管理（基礎部分） 

 

 

 

 

 

 
 

用水路や排水路などの施設を長持ちさせる取り組み（農地・水向上活動） 

 

 

 

   

 

 

濁水ゼロに挑戦し、水田からの負荷削減を実現する取り組み（水質保全） 

 
                                                                   

排水路の草刈り清掃（近江八幡市） 水路の泥上げ（高島市） 

水路の目地補修（甲賀市） 水路に付着した藻等の除去（彦根市） 

透視度調査の実施（高月町） 水路溝畔からの漏水確認（近江八幡市） 

・地域ぐるみの共同活動で排水路な

どの草刈りや泥上げに取り組まれ

ています。 

・これまで費用面などで懸案になっ

ていた排水路の泥上げも、みんな

でできるようになりました。 

・水路の目地を補修することや、流

れに支障となる藻等を取り除くなど

により、水路の機能がうまく発揮で

きるよう管理されています。 

 

・代掻き・田植期などの水田からの

排水は、地域の環境や琵琶湖の

水質に悪影響を与えています。   

・農業排水と琵琶湖や地域の環境

への影響についてみんなで再確

認し、しっかりと管理されていま

す。 



共同活動の報告手続きや確認書類などの事務が簡素化されました。 

◆報 告 手 続 きと確 認 事 務 の簡 素 化 の主 な内 容  

●実施状況報告等の報告書類 

５項 目 から３項 目 に見 直 し 
     活動参加人数、遊休農地面積の報告を削除。 

収支実績報告の支出費目を９費目から４費目に統合。 

●確認資料（日報・写真・領収書）〔ただし、促進費は除く。〕 

 日 報 ・・・・・ 「活動記録」（一覧表形式）としての整理となり、１日活動項目毎に１行で記録。 
※参加者名簿は不要。（促進費は必要） 

写 真 ・・・・・ 活動項目に１枚の写真で良い。（促進費は２枚必要） 

領収書 ・・・・・ レシートでも可。 

   

◆平 成 ２０年 度 の採 択 申 請 書 類 の簡 素 化 の主 な内 容  

  記 入 事 項 を１４項 目 から７項 目 に 

  「地域の目指すべき方向」「活動の概要」「構成員の役割」といった文章で記入する項目を削除。 

      

 

 

豊かな田園の生きものを育む取り組み（生態系保全）     

 

 

 

 

 

 
 

心なごむ田園景観を守り育てる取り組み（景観形成等） 

  
    
 
 
 
 
 
 
 

環境こだわり農業の取り組み 
                                            

生きもの観察会（野洲市） 

ひまわりの作付け（彦根市） コスモスの作付け（東近江市） 

環境こだわり米の生産 環境配慮技術の実践（漏水対策）

・農村地域には沢山の生きものが暮

らすなど子ども達にとっても本物の

体験ができるすばらしい場です。 

・子どもから高齢者が参加する観察

会を通して「田んぼの周りが賑や

かになり、集落が元気なった。」と

いう声が聞かれます。 

・農地や水路、農道は人々の暮らし

の重要な空間です。 

・コスモス田やひまわり田などが子ど

も達の遊び場、お年寄りの憩いの

場、地域の交流の場となります。 

・農薬と化学肥料の使用量を通常

の半分以下にするなどにより、安

全・安心で環境に配慮した「環境こ

だわり農産物」の生産に地域ぐる

みで取り組みます。 

水田魚道の設置（東近江市） 



お 問 い 合 わ せ 先  
 

［本部事務局］ 

●滋賀県土地改良事業団体連合会（水土里ネット滋賀） 

事務所：東近江市林町６０１番地 （TEL）０７４８－４２－４８０６ （FAX）０７４８－４２－５５７４  

●滋賀県農政水産部  

環境こだわり農業課         （TEL）０７７－５２８－３８９０ （FAX）０７７－５２８－４８８１ 
農村振興課にぎわう農村推進室 （TEL）０７７－５２８－３９６３ （FAX）０７７－５２８－４８８８ 

 
  

［支部事務局］ 

●大津支部（大津合同庁舎） 

    耕地課 大津地区担当       （TEL）０７７－５２８－３９５５ （FAX）０７７－５２１－５０５７ 
農業経営課 大津地域経営指導担当 （TEL）０７７－５２２－３７３６ （FAX）０７７－５２２－９８８１ 

 
●湖南支部（南部振興局内） 

田園振興課              （TEL）０７７－５６７－５４１５ （FAX）０７７－５６４－２５１０ 
農産普及課              （TEL）０７７－５６７－５４１２ （FAX）０７７－５６２－８１４４ 

 
●甲賀支部（南部振興局甲賀県事務所内） 

田園振興課              （TEL）０７４８－６３－６１２１ （FAX）０７４８－６３－６１３９ 
農産普及課                  （TEL）０７４８－６３－６１２６ （FAX）０７４８－６３－２９８３ 

 
●東近江支部(東近江地域振興局内) 

田園振興第一課           （TEL）０７４８－２２－７７２２ （FAX）０７４８－２３－４９１２ 
農産普及課              （TEL）０７４８－２２－７７１４ （FAX）０７４８－２２－１２３４ 
 

●湖東支部（湖東地域振興局内） 
田園振興課              （TEL）０７４９－２７－２２２２ （FAX）０７４９－２４－６２２９ 
農産普及課              （TEL）０７４９－２７－２２１３ （FAX）０７４９－２３－０８２１ 

 
●湖北支部（湖北地域振興局内） 

田園振興課              （TEL）０７４９－６５－６６２０ （FAX）０７４９－６４－１５９７ 
農産普及課              （TEL）０７４９－６５－６６１３ （FAX）０７４９－６５－５８６７ 

 
●高島支部（高島県事務所内） 

田園振興課              （TEL）０７４０－２２－６０３７ （FAX）０７４０－２２－４３９３ 
農産普及課              （TEL）０７４０－２２－６０２５ （FAX）０７４０－２２－３０９９ 

 

発 行 ／ 滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全地域協議会 

〒５２１－１２２４ 東近江市林町６０１番地 水土里ネット滋賀内 
TEL：０７４８－４２－４８０６ FAX：０７４８－４２－５５７４  
E-mail：kyougikai@shiga-nouson-marugoto.com 
HP：http://www.shiga-nouson-marugoto.com/index.html  
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